
朝霞市教育委員会共催及び後援に係る取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、朝霞市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が教育

委員会以外のものの行う教育関係の行事を共催し、又は後援することに関し

必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

（１）共催 教育委員会が事業の企画又は運営に参加し、共同主催者として

の責任の一部を分担することをいう。

（２）後援 教育委員会が事業の趣旨に賛同し、主催者に対し、ポスター、

配布物等に教育委員会の名称を使用することを許可することをいう。

（承認の基準）

第３条 教育委員会は、事業の主催者から共催又は後援の申請があったときは、

次に掲げる基準により審査の上、承認又は不承認について決定するものとす

る。

（１）主催者についての基準

ア 国又は地方公共団体

イ 学校及び学校の連合体

ウ 公益法人及びこれに準ずる団体（営利を目的としない団体、ＮＰＯ

等）

エ その他の団体及び個人（以下「団体等」という。）で事業内容が次号

に掲げる承認基準に該当するもの。

（２）事業内容についての承認基準

ア 本市の教育、文化、スポーツ等の振興に寄与するもので、公益性の

ある事業であること。

イ 教育委員会の方針及び施策に反しないものであること。

ウ 政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれていないこと。

エ 営利など、私的な利益を目的としていないこと。

オ 主催者の存在が明確で、事業計画、資金計画等に無理がなく事業の



遂行が十分可能であること。

（３）その他の審査基準

ア 事業の実施場所が市内であること。ただし、多くの朝霞市民の参加

が見込まれるものは、この限りでない。

イ 過去に教育委員会が共催し、又は後援したもので、第５条の規定に

よる提出を怠ったことがないこと。

（申請の手続等）

第４条 事業の主催者は、教育委員会の共催又は後援を受けようとするときは、

共催・後援申請書（様式第１号）及び予算書（様式第２号）を事業の実施前

３０日までに教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

２ 教育委員会は、内容の審査に際し、必要な書類を添付させることができる。

３ 教育委員会は、第１項の申請があったときは、内容を審査し、共催・後援

承認通知書（様式第３号）又は共催・後援不承認通知書（様式第４号）によ

って、承認又は不承認について通知するものとする。

（報告）

第５条 教育委員会の共催又は後援を受けた団体等は、当該事業終了後速やか

に実績報告書（様式第５号）、決算書（様式第６号）及び当日資料を教育委員

会に提出しなければならない。

（共催及び後援の取消し）

第６条 共催又は後援を承認した事業について、実施前に第３条の承認の基準

に反することが認められた場合は、共催又は後援を取り消すものとする。

２ 事業実施後に、第３条の承認の基準に反することが認められた場合は、以

後その団体等に対する共催又は後援はしないものとする。

（雑則）

第７条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この要領は、平成３年４月１日から施行する。

平成１１年４月１日 一部改正

平成１７年１月１日 一部改正

平成２４年９月１日 一部改正

平成２９年４月１日 一部改正


